
議案第６６号  

 

   相模原市立ふれあい広場条例の一部を改正する条例について 

 相模原市立ふれあい広場条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和６年５月２８日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市立ふれあい広場条例の一部を改正する条例 

 相模原市立ふれあい広場条例(昭和６３年相模原市条例第４号)の一部を次のよう

に改正する。 

 別表相模原市立相模大野ふれあい広場の項を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和６年８月１日から施行する。 

 

提案の理由 

  相模原市立相模大野ふれあい広場を廃止いたしたく提案するものである。 
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議案第６６号関係資料 

 

 

案 内 図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相模原市立相模大野ふれあい広場の概要 

位 置 相模原市南区相模大野５丁目４１０８番１２ 

面 積 ２，０２４．０８㎡ 

設 備 防球ネット、水道、園内灯等 

相模原市立相模大野ふれあい広場 

 

 

相模大野(５) 

谷口台小学校 

相模女子大学 

豊 町 

栄 町 

旭 町 

相模大野(６) 

若松(５) 

御園(２) 

東林間(１) 

南区合同庁舎 

文京(１) 

在日米陸軍 
相模原住宅地区 

若
松(

６)
 

上鶴間 

相
模
大
野(

４)
 

文京(２) 
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議案第６７号 

 

   個人の市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人 

   等を定める条例の一部を改正する条例について 

 個人の市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定め

る条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和６年５月２８日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

   個人の市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人 

   等を定める条例の一部を改正する条例 

個人の市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定め

る条例(平成２４年相模原市条例第６１号)の一部を次のように改正する。 

別表特定非営利活動法人ふじの里山くらぶの項中「令和元年７月１日から令和６

年６月３０日まで」を「令和６年７月１日から令和１１年６月３０日まで」に改め

る。 

   附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和６年７月１日から施行する。 

 (経過措置) 

２ この条例の施行の日前に特定非営利活動法人ふじの里山くらぶに対して支出さ

れた寄附金について相模原市市税条例(平成１６年相模原市条例第７号)第１３条

の２第２項の規定を適用する場合にあっては、改正前の別表特定非営利活動法人

ふじの里山くらぶの項の規定は、なおその効力を有する。 

 

提案の理由 

個人の市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の指定

を更新するため、当該寄附金を受け入れる期間に係る規定を改正いたしたく提案

するものである。 
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議案第６７号関係資料(その１) 

 

   個人の市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人 

   等を定める条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

    個人の市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる期間に係る規定の改正(別 

表関係) 

特定非営利活動法人ふじの里山くらぶの指定を更新し、同法人が控除対象とな 

る寄附金を受け入れる期間を令和６年７月１日から令和１１年６月３０日までと

するもの 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

   令和６年７月１日 

（２）経過措置 

令和６年７月１日前に特定非営利活動法人ふじの里山くらぶに対して支出さ 

れた寄附金について相模原市市税条例(平成１６年相模原市条例第７号)におけ

る寄附金税額控除の対象に係る規定を適用する場合にあっては、改正前の同法

人に係る規定は、なおその効力を有することとするもの 
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議案第６７号関係資料(その２)  

 

   特定非営利活動法人ふじの里山くらぶの概要 

 

代 表 者 内藤 久子 

主たる事務所の 

所 在 地 

相模原市緑区小渕１６８９番地１ 

設 立 年 月 日 平成２２年１２月１日 

役 員 数 等 
役員１０名(理事９名、監事１名) 

正会員(個人)２７名 

目 的 

広く一般市民に、昔ながらの里山の風景と文化を残してい

る藤野地域に来ていただき、地域の人々と共に体験を行う

事業を通して人と人との新しい交流を築くとともに、藤野

地域の多様な資源などの有効活用を行い、「豊かな自然・

芸術環境・産業振興」の調和を図ることで、地域の活性化

に寄与することを目的とする。 

特定非営利活動の 

種 類 

（１）まちづくりの推進を図る活動 

（２）学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

（３）環境の保全を図る活動 

（４）子どもの健全育成を図る活動 

（５）経済活動の活性化を図る活動 

（６）上記の活動を行う団体の運営又は活動に関する連

絡、助言又は援助の活動 

事 業 概 要 

 特定非営利活動に係る事業 

（１）里山の普及啓発事業 

（２）各種体験教室及びイベントの開催及び支援 

（３）各種グループ及び団体とのネットワークづくり 

（４）人材の育成、普及及び活用に係る事業 

（５）その他この法人の目的を達成するために必要な事業 
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議案第６７号関係資料(その３) 

 

特定非営利活動法人の指定の更新の申出等に係る経過について 

 

１ 指定の更新の申出の受付 

特定非営利活動法人の指定の更新の申出について、令和５年１２月１５日から

令和６年１月３１日まで受付を行った(申出数 １法人)。 

２ 申出法人の審査 

   申出のあった特定非営利活動法人の指定の更新について、令和６年３月２２日

に相模原市特定非営利活動法人指定審査会(以下「審査会」という。)に対して諮

問をし、同日に開催された会議において審査が行われた。 

（１）審査会の委員の構成 

会長(大学教授)及び委員(金融機関代表者１名、税理士１名、中小企業診断

士１名、弁護士１名) 計５名 

（２）結果 

申出のあった特定非営利活動法人は、個人の市民税の控除対象となる寄附金

を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例

(平成２４年相模原市条例第３１号)第９条第２項において準用する同条例第４

条第１項に規定する基準に適合すると認めるのが相当であると判断され、令和

６年３月２２日にその旨の答申がされた。 
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議案第６８号  

 

相模原市立学校体育施設使用料条例の一部を改正する条例について 

相模原市立学校体育施設使用料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和６年５月２８日提出 

 

相模原市長 本 村 賢 太 郎  

 

相模原市立学校体育施設使用料条例の一部を改正する条例 

相模原市立学校体育施設使用料条例(平成１７年相模原市条例第１６３号)の一部

を次のように改正する。 

第２条第１項中「別表第４」を「別表第５」に改め、同条第２項に次のただし書

を加える。 

  ただし、別表第５に定める使用料は、使用の後に徴収する。 

別表第４の次に次の１表を加える。 

別表第５(第２条関係) 

学校名 

附

属

設

備 

使用単位 使用料 

相模原市立田名小学校 

相模原市立旭小学校 

相模原市立鶴園小学校 

相模原市立相陽中学校 

相模原市立大野北中学校 

相模原市立中野中学校 

空

調

設

備 

１時間につき 950 円 

附 則 

この条例は、令和６年７月２０日から施行する。 

 

提案の理由 
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  学校体育施設等開放事業において屋内運動場の空調設備の供用を開始すること

に伴い、使用料の徴収に係る規定の改正及び附属設備の使用料に係る規定の追加

をいたしたく提案するものである。
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議案第６８号関係資料 

相模原市立学校体育施設使用料条例の改正の概要 

１ 改正の内容 

（１）使用料の徴収に係る規定の改正(第２条関係)

学校の屋内運動場の空調設備(以下「空調設備」という。)の使用料について、

使用の後に徴収することとするもの 

（２）附属設備の使用料に係る規定の追加(別表第５関係)

空調設備の使用料について、１時間につき９５０円とするもの

２ 施行期日 

  令和６年７月２０日 
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議案第６９号 

相模原市立高齢者デイサービスセンター条例を廃止する条例について 

相模原市立高齢者デイサービスセンター条例を廃止する条例を次のように制定す

る。 

令和６年５月２８日提出 

相模原市長 本 村 賢 太 郎 

相模原市立高齢者デイサービスセンター条例を廃止する条例 

 相模原市立高齢者デイサービスセンター条例 (平成８年相模原市条例第２３号)

は、廃止する。 

附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 (経過措置) 

２ この条例の施行の日前における相模原市立高齢者デイサービスセンターの利用

に係る料金の取扱いについては、同日以後も、なお従前の例による。 

提案の理由 

 相模原市立高齢者デイサービスセンターを廃止いたしたく提案するものである。 
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議案第６９号関係資料(その１) 

 

 

案 内 図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

施設の概要 

位 置 相模原市中央区清新５丁目３番１号(清新住宅内) 

設置年月日 平成９年４月１日 

構 造 
鉄筋コンクリート造(清新住宅(地上５階地下１階建)の一

部) 

延べ床面積 ５９７．６９㎡ 

清新(８) 

清新(７) 

南
橋
本(

１)

南
橋
本(

４)

小山（２)

相模原市立清新デイサービスセンター 

氷川町 

清新(６) 

小山（３)

清新小学校  

清新(５) 

相模原(８) 

小山（４)

清新(３) 

清新(２) 

小町通(２) 
中央(４) 

中
央(

１) 

清新(４) 
清新(１) 

小山（１)

清新中学校  
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議案第６９号関係資料(その２) 

 

 

案 内 図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

施設の概要 

位 置 相模原市中央区星が丘４丁目９番１４号(星が丘住宅内) 

設置年月日 平成１０年４月１日 

構 造 
鉄筋コンクリート造(星が丘住宅(地上４階地下１階建)の

一部) 

延べ床面積 ５９４．３２㎡ 

星が丘(３) 

星が丘(２) 

星が丘(１) 

千
代
田(

６)

横山公園

横山(６) 

上溝中学校  

千
代
田(

５)

Ｊ
Ｒ
相
模
線

千代田(２) 
横山(３) 

横山(４) 

相模原市立星が丘デイサービスセンター 

上
溝(

７) 

星
が
丘(

４)

陽光台(１) 
陽光台(２) 

上溝駅

光
が
丘(

１)

星が丘小学校  

県道相模原大蔵町  

上
溝(

５) 

上 

溝 
横山(５) 

陽光台小学校  陽光台(３) 

横山(２) 
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議案第６９号関係資料(その３) 

 

 

案 内 図 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

施設の概要 

位 置 相模原市南区古淵４丁目２４番１号(古淵住宅内) 

設置年月日 平成１１年４月１日 

構 造 
鉄骨鉄筋コンクリート造(古淵住宅(地上６階地下１階建)

の一部) 

延べ床面積 ５０７．６３㎡ 

古淵(５) 

古淵(２) 

西大沼(１)

古淵(４)

相模原市立古淵デイサービスセンター 

古淵(３) 

東大沼(１)

鵜野森(１)

古淵(６) 

大
野
台(

６)

古淵駅 

大野小学校  

古淵(１) 

町田市 

古淵鵜野森公園 
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